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本日の委員会に付した案件 

 議案第４８号 令和６年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第４９号 令和５年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

開会  ９時２８分 

閉会 １４時１９分 



○委員長（中村美穂委員） 

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、本日の産業文教常任委員

会を開会いたします。 

本日は昨日から継続審査となっております議案第４８号令和６年度長崎都市計画事業

長与町土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）の件を議題といたしますが、まず

最初に資料に訂正があるということで昨日中断して本日まで継続となっておりますので、

その点の説明を求めたいと思います。 

山口部長。 

○建設産業部長（山口新吾君） 

皆さまおはようございます。議案第４８号令和６年度長崎都市計画事業長与町土地区

画整理事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、その中の補正予算に関する説明

書の記載に誤りがございました。修正箇所につきましては今お配りをいたしております

が、所管課長よりご説明をいたします。今後はこのようなことがないよう十分留意して

まいります。大変申し訳ございませんでした。 

○委員長（中村美穂委員） 

前田課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

皆さまおはようございます。よろしくお願いします。今回は、議案第４８号令和６年

度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）に関する説明

書につきまして、記載内容に誤りがあり大変申し訳ございませんでした。 

それでは手元にお配りしております正誤表にてご説明いたします。訂正箇所は説明書

の３ページ、歳出１款土木費の補正額の財源内訳の欄と１０ページの同じく、歳出１款

土木費１項２目高田南地区区画整理事業費の補正額の財源内訳の欄でございまして、ま

ず正誤表の１ページですね。国県支出金、その他、一般財源の記載内容に誤りがありま

したので、正誤表のとおり訂正させていただきます。まず正誤表１ページ、正の記載か

ら説明させていただきますが、補正額の財源内訳の国県支出金が６,９１０万４,０００

円の減額とその他が一般財源からの繰入金を記載する欄になっておりますが、ここに国

県支出金の減額と同額の６,９１０万４,０００円の記載、そして一般財源として、令和

５年度からの繰越額３,９５３万２,０００円を記載するものでございましたが、その下

の段、正誤表の誤りの方ですね。として訂正前のものになりますが、まず国県支出金の

欄が国庫支出金の減額分のみ記載されており、県支出金やその他の財源については、全

て一般財源に集約されて記載されておりました。正誤表の２ページも先ほどと同じ内容

での訂正となっております。今回の高田南土地区画整理事業費の増額補正の訂正につき

ましては、先ほどご説明させていただきましたとおり、財源内訳の内数の訂正のみでご

ざいますので、補正額自体の訂正はございません。また、今回の訂正に伴いまして区画

特会以外、一般会計側の方の訂正もございません。また過年度、過去５年間説明書の内



容につきましても同様の誤りがないか確認しましたが、適正に記載されておりましたこ

とを併せてご報告させていただきます。以上で訂正箇所の説明を終わります。提出資料

の記載に誤りがあり大変申し訳ございませんでした。今後はこんなことがないよう十分

留意してまいります。 

○委員長（中村美穂委員） 

ただ今資料の訂正箇所の説明がございましたけれども、今回は予算自体には誤りはな

かったということでございますので、この訂正ということで皆さんご了承頂けますでし

ょうか。よろしいでしょうか。ちょっといったんこの資料の訂正の件で、ご了承いただ

けますか。ではこの訂正についての質問があられるようですので、質問はありますか。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

ちょっと教えていただきたいんですが、正誤表の誤りの方に一般財源に町の繰出金と

併せて繰越金と繰出金と併せて一般財源の欄に加えて書いていたということで、それが

間違いだった、それも間違いだったということで。で今回その他に、繰出金の分はその

他に書いて繰越金の分は一般財源に書くということで書かれてるんですが、どうなんで

すか、繰出金も一般財源に書く、どうなんですかね、そっちが正しいんですかね。私は

ここのまとめ方は、一般財源に２つ併せて合計を書いてもいいんじゃないのかなという

気がしてちょっと聞いとったんですけども。そこら辺こういう書き方が正しいんだとい

うのをちょっと説明をしていただければと思う。 

○委員長（中村美穂委員） 

久保主査。 

○主査（久保竜太君） 

特別会計側の視点に立ちますと、こちらの記載しております補正額の財源内訳の特定

財源ですね、特定財源のその他の欄は一般会計からの繰入金が該当します。一般財源と

いうのは特別会計側の一般財源という見方になっておりまして、こちらは特別会計側で

財源として作り出すものということで繰越金が入るというところですね。例えば保留地

処分金とかであっても一般財源に入ってくるというところでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

それではこの資料の訂正ということで、ご了承いただけますでしょうか。はい。 

それでは昨日、質疑の途中となっておりましたので質疑を再開させていただきたいと

思いますが、まず松林委員は、継続しての質疑はございますか。特にはないですか。そ

れでは他の方でこの補正予算に関する質疑を受けたいと思います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 



次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第４８号令和６年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計

補正予算（第１号）の件を採決します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

続きまして、議案第４９号令和５年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定についての

件を議題といたします。 

こちらの本常任委員会に付託を受けた分で、まず本日は建設産業部の産業振興課につ

いて審議を行いたいと思います。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

皆さんおはようございます。議案第４９号令和５年度長与町一般会計歳入歳出決算の

認定について、産業振興課分を説明申し上げます。決算書事項別明細書に従いご説明い

たします。まず歳入でございます。１８、１９ページをお開きください。２款地方譲与

税３項１目１節森林環境譲与税が産業振興課所管でございます。森林環境税および森林

環境譲与税に関する法律に基づき、私有林人工林面積、林業就業者数、人口で案分し譲

与される国からの譲与税で森林管理制度等の事業へ充当するものでございます。続きま

して２８、２９ページをお開きください。１４款国庫支出金２項１目２節地域活性化補

助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金５億９,５０８万１,４６９円

のうち、１億４,８２３万６,４５１円が産業振興課所管でございます。農業費６款１項、

商工費７款１項へ充当しております。続きまして、３２、３３ページをお開きください。

１５款県支出金１項３目１節農業費負担金が産業振興課所管でございます。中山間地域

等直接支払交付金および多面的機能支払交付金の国県交付分でございます。町負担分を

合わせ活動組織等へ交付をしております。次のページ、３４、３５ページをお開きくだ

さい。同じく１５款２項４目１節農業費補助金のうち、１行目の農業委員会交付金、２

行目の農地利用最適化交付金、６行目の農地集積・集約化対策費補助金を除いた項目が

産業振興課所管分でございまして、いずれも農業振興費に充当する県補助金でございま

す。同じく１５款２項４目２節林業費補助金が産業振興課所管でございます。ながさき

森林づくり担い手対策事業補助金は、南部森林組合の職員の福利厚生費補助金に対する



県補助負担分でございます。町負担分を合わせ南部森林組合へ補助をしております。次

のページ３６、３７ページをお開きください。１５款３項３目１節保健衛生費委託金の

うち、３行目市町村権限移譲等交付金（鳥獣捕獲）と同じく１５款４目１節農業費委託

金、そして次のページ３８、３９ページの１５款３項５目１節商工費委託金が産業振興

課所管分でございます。また同ページ１６款１項２目１節利子及び配当金のうち、一番

下、森林環境譲与税基金運用収入が産業振興課所管分でございます。続きまして、４４、

４５ページをお開きください。２０款３項１目１節貸付金元利収入は、１行目、小規模

企業振興資金預託金元利回収金と３行目、小規模企業創業支援資金預託金元利回収金は、

町内４銀行に預託を行っておりました預託金の回収金、４行目長与町林業開発促進資金

貸付金元利回収金は、長崎県林業公社への貸付金の繰り上げ返済で産業振興課所管でご

ざいます。２０款５項１目１節雑入でございます。次の４６、４７ページをお開きくだ

さい。備考欄上から２行目、ふれあい農園使用料、上から８行目、火災保険料のうち６,

７８９円、こちらが直売所まんてんに係る分、上から１４行目、海と日本プロジェクト

漁協負担金、そして今度下から１２行目、長崎県市町村振興協会地域活性化支援事業助

成金のうち、２９０万２,０００円が長与川まつりおよびイルミネーションの点灯などの

町のＰＲ事業に対する助成金となっております。以上が雑入のうち産業振興課所管でご

ざいます。次のページ４８、４９ページをお開きください。２１款１項２目１節農業債

が産業振興課所管でございます。長与岡土地改良事業に係る水利施設等保全高度化事業

に対する起債となります。２１款１項２目３節が農道等事業債が次のページへ続いてお

りまして、次の５０、５１ページをお開きください。長崎県事業で行っている藤の棟た

め池の堤体補強工事に係る農村地域防災減災事業負担金に対する起債、こちらが産業振

興課所管でございます。以上が歳入でございます。 

続きまして歳出でございます。７８、７９ページをお開きください。２款２項１目税

務総務費の７節報償費ふるさと納税返礼品費６,６０６万７,３５９円、１０節需用費、

消耗品のうち１２万６,８８０円、印刷製本費、こちら１４万３,８３６円、１１節役務

費、こちらは広告料、通信運搬費、ふるさと納税サイト利用料の全額、１２節委託料、

こちらがふるさと長与応援寄附金に係る経費で産業振興課所管でございます。報償費に

ついては、ふるさと納税の返礼品費、印刷製本費は、受領証明書等を送付する際の封筒

の作成費、役務費については、返礼品の送料、ポータルサイトの利用料、委託料はサイ

ト運営等に係る中間業者への委託料でございます。続きまして１３４、１３５ページを

お開きください。５款１項３目労働諸費が産業振興課所管でございます。主なものとい

たしまして１８節負担金、補助及び交付金の高年齢者就業機会確保事業費補助金は、長

与・時津シルバー人材センターへの運営補助金でございます。シルバー人材センターの

令和６年３月末会員数は３９８人、うち長与町民が２８１人、高齢者の就業機会確保や

生きがいづくりについて寄与しているものと考えております。次のページ１３６、１３

７ページをお開きください。６款１項２目農業総務費１節から４節までは、職員９名分



と会計年度任用職員１名分の人件費が主なものでございます。その他７節報償費は、実

行組合長への報償費、ため池の管理謝礼など農業総務に係る経費となっております。同

じく６款１項３目農業振興費、１節報酬は、農業振興協議会など各種審議会の委員報酬

と会計年度任用職員１名分の報酬でございます。次のページ１３８、１３９ページをお

開きください。１２節委託料の１行目、測量設計委託料は、三根郷山似田地区の農業用

水路の護岸が崩壊しており復旧工事に係る測量設計、２行目、有害鳥獣捕獲業務委託料

は、有害鳥獣であるイノシシやアナグマ等中型哺乳類の捕獲について年間を通して中彼

猟友会長与支部に駆除を委託。農道等管理委託料は、農道やため池、ふれあい農園の草

刈り業務を長与・時津シルバー人材センターの他、樹木の伐採を業者に委託をしており

ます。１４節工事請負費、農道等補修工事費は、水路や農道の維持補修、土地改良区に

おける送水管の敷設替えやポンプ修繕など合計６件に係るものでございます。１６節公

有財産購入費は、三根郷山似田地区の水路復旧工事における用地取得でございます。１

８節負担金、補助及び交付金、主なものといたしまして、１０行目と１１行目、長与木

場、長与岡北の各土地改良区の排水施設の管理補助金で、電気代および管理費を補助し

ております。長与木場地区が令和６年度まで、長与岡北地区が令和７年度までとなって

おります。１２行目と１３行目、こちらも各土地改良区への元利償還補助金で、償還期

間が長与木場地区が令和７年度まで、長与岡北地区が令和８年度までとなっております。

その２行下、農道事業等補助金は、園内道路について２件の補助を実施しております。

その下、ブランド商品生産対策事業補助金は、温州ミカンの品質向上のためにマルチ被

覆資材、成長調整剤等の購入に対する補助とそれらの処分費に係る補助を実施しており

ます。１行下、畑作物拡大事業補助金は、直売所向けの野菜や花の苗や種子、畑のトン

ネル栽培用の資材に対する補助でございます。１行下、優良品種更新事業補助金は、柑

橘部会８４名へミカンの優良苗木３,１６５本等の購入について補助を行っております。

次のページ１４０、１４１ページをお開きください。続きまして、２行目、長与町有害

鳥獣被害防止対策事業補助金は、町単独事業による有害鳥獣による農作物の被害防止対

策として、ワイヤーメッシュ柵２,９６８メートル、電気柵２,００４メートルの整備３

０件に対する補助の他、有害鳥獣捕獲報償金としてイノシシ１７５頭、中型動物等３６

頭に対する補助を行っております。１行下、ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助

金は、国庫補助事業による有害鳥獣による農作物の被害防止対策として、ワイヤーメッ

シュ柵１,４７６メートルの整備の他、イノシシ２２６頭の捕獲に対する補助を行ってお

ります。捕獲頭数については、町単事業と国庫補助事業に違いがございます。捕獲対象

期間が町事業は４月から３月、国庫補助事業は前年の２月から当年の２月までと異なっ

ておるためでございます。３行下、中山間地域等直接支払交付金は、町内の農業生産条

件の不利な中山間地域において集落等を単位に面積に応じて国、県、町より負担割合１

対１対１で交付するもので、４地区７３戸、田畑を合わせて９９.４ヘクタールに対する

ものでございます。２行下、農村地域防災減災事業負担金は、県営で進めていただいて



おります藤の棟ため池整備事業の町負担でございます。令和５年度は堤体の工事を行っ

ております。１行下、基盤整備事業負担金は、県営事業で行っている岡中央地区の基盤

整備事業における町負担金でございます。令和５年度は測量設計を行っております。２

行下の新規就農者育成総合対策事業補助金は、令和４年度より経営開始資金の支援を開

始している新規就農者１名の支援期間が３年間ございますうちの２年目の費用でござい

ます。１行下、肥料価格高騰対策事業補助金は、肥料価格の高騰による上昇分に対して

国、県、町より支援を行ったものの町負担分でございます。続きまして、同じページ、

６款１項４目畜産費でございます。８節旅費、１８節負担金、補助及び交付金の経常経

費となっております。続きまして、１４２、１４３ページをお開きください。６款２項

１目林業総務費が産業振興課所管でございます。主なものといたしまして、１２節委託

料、森林経営管理制度実施業務委託は、森林環境譲与税事業による森林経営管理制度に

係る森林について、公益社団法人長崎県林業公社へ１林班の森林所有者の意向を確認し、

森林経営管理集積計画の作成業務を委託しております。また、長崎南部森林組合長崎支

所へ１林班の保育間伐業務を委託をしております。１８節ながさき森林づくり担い手対

策事業負担金は、南部森林組合の職員の福利厚生費補助金に対する負担分で、県補助金

と合算して支出をしております。２０節貸付金林業開発促進資金貸付金は、長崎県林業

公社の事業運営において、木材の需要や価格の低迷等に対する財源の安定確保を図るた

め県が９割、町が１割で林業公社へ資金を貸し付けるものでございます。２４節積立金

は、森林環境譲与税と基金運用収入の合計額から森林経営管理制度実施業務委託料への

充当分を差し引いた１８４万２,９１７万円を基金へ積み立てております。続きまして、

１４４、１４５ページをお開きください。６款３項１目水産振興費が産業振興課所管で

ございます。１８節負担金、補助及び交付金の４行目、水産多面的機能発揮対策負担金

は、大村湾地域漁業環境保全会を活動組織として、干潟等の保全活動に対する負担金で

ございます。一番下、海と日本プロジェクト負担金は、日本財団の助成金事業、海と日

本プロジェクトの町負担分でございます。事業主体が一般社団法人海と日本プロジェク

トｉｎながさきで、令和５年度は、二島開拓大作戦と称し小学生１０名が島に渡り、フ

ィールドワーク、ごみの調査、生き物調査などを行い、二島の現状を調査し、次年度以

降の二島の活用策を考える取り組みを行っております。負担金としましては、町と漁協

の負担を合わせたものでございます。続きまして、同じページの７款１項１目商工振興

費が産業振興課所管でございます。主なものをご説明いたします。８節旅費の普通旅費

のうち、２万６,１２０円、研修旅費５万９,２４０円、１０節需用費の消耗品費のうち、

５万８１８円、食糧費、電気使用料、１１節役務費が産業振興課所管分でございます。

１２節委託料、１行目の商店街活性化委託料は、中央商店街のにぎわい創出事業として

八反田公園、長与中央橋の２カ所にイルミネーションを設置し、１２月１５日から翌年

２月１日まで点灯を行いました。２つ下、中小企業等物価高騰対策支援補助金業務委託

料は、物価高騰により影響があった事業者への支援金の受付業務について委託をしたも



のでございます。１８節負担金、補助及び交付金は、例年実施している事業者の資金借

入に伴う利子補給や町内商工業の振興を目的とした西そのぎ商工会への補助の他、主な

ものをご説明いたします。次のページ、１４６、１４７ページをお開きください。上か

ら３行目、長与町工場等設置奨励金は、町内産業の振興と雇用の拡大を図ることを目的

とした奨励金で、町内に土地を取得し工場等を新設または増設するものに対して条例に

基づき初期投資を軽減するための奨励金を交付するもので、令和３年５月に開業した長

崎北徳洲会病院が対象でございます。２つ下、長与町プレミアム商品券発行事業補助金

は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した経済対策で、プレミ

アム率を６６.７％としたプレミアム商品券を１世帯の購入限度を５セットとして販売、

発行しております。３つ下、デジタルツールを活用した情報発信事業補助金は商工会補

助でございまして、令和４年度までございましたデジタルスタンプ事業補助金と長与町

デジタル広告の活用による情報発信事業補助金を統合し、複数存在していたデジタルツ

ールを一元化した情報発信サイト、長与と時津のポータルサイト、「与いひと時」を商

工会の方で構築をいたしまして情報発信を行うほか、ＬＩＮＥアプリのショップカード

機能を活用したデジタルスタンプラリーに関するイベントを実施をしております。１つ

下の長与町中小企業等物価高騰対策支援補助金も新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用した経済対策で、物価高騰の影響を受けている事業者等の負担軽減

に資する支援策で、電力、ガスの価格高騰やその他の物価、人件費の上昇に伴い影響を

受けている町内に本店を有する中小企業、住所を有する個人事業主に対し、高騰してい

る経費に対しまして支援を行っております。同じページですね。１４６、１４７ページ、

７款１項２目観光費でございます。１０節需用費、印刷製本費は、長与町の特産品をＰ

Ｒするパンフレットおよび飲食店等町内店舗を紹介するパンフレットを印刷をしており

ます。１２節委託料、発送業務委託料は、ふるさと長与応援寄附金を頂いた方から抽出

した方へ長与町のＰＲパンフレットを送付する業務を委託をしております。１８節負担

金、補助及び交付金は、長与川まつり、長与シーサイドマルシェへの補助等を行ってお

ります。続きまして、１９６、１９７ページをお開きください。１１款１項１目農業用

施設等災害復旧費でございます。１４節工事請負費は、三根郷におきまして、ため池の

堤体の復旧工事を１カ所実施をしております。その他といたしまして２０４ページ、（４）

出資による権利でございます。上から順に長崎県漁業信用基金協会、長崎県農業信用基

金協会、長崎県信用保証協会、長崎県林業公社と１つ飛ばして、長崎県漁港漁場協会、

それから６つ下の長崎県産業振興財団、その２つ下、長崎県農林水産業担い手育成基金、

長崎南部森林組合、一番下の長崎県園芸振興基金協会の９件が産業振興課所管分で、令

和５年度中の増減はございません。２０５ページをお開きください。３債権でございま

す。長崎県林業公社貸付金は令和５年度に１０万６,０００円増額し、総額１,７１３万

２,０００円となっております。最後に、４基金の状況でございます。２０６ページをご

覧ください。１番最後の（１４）森林環境譲与税基金は、歳出でご説明したとおり令和



５年度の基金への積立額が１８４万３,０００円、年度末残高が１,３６７万６,０００円

でございます。主要な施策の成果に関する報告書につきましては、３８ページから４２

ページにわたり主な事業を掲載しておりますので併せてご参照ください。産業振興課に

関しましては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

ただ今提案理由の説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はページを追

って進めたいと思います。まず歳入の１８、１９ページ、それから２８、２９ページ、

３２、３３ページ、３４、３５ページ、３６、３７ページ、３８、３９ページ、４４、

４５ページ、４６、４７ページ、４８、４９ページ、５０から５１ページ、次は歳出の

ところに入ってもよろしいですか。後からもし戻るときには、ページ数を言って質疑を

されてください。それでは歳出のところに移りたいと思います。歳出ですね。７８、７

９ページ、質疑はありませんか。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

７８ページ、７９ページにふるさと納税に係る費用が示してありまして、実際町に入

ってくる金額と、この係る費用で幾ら入ってきて、幾ら出ていくというような計算は何

かされてないでしょうか。ふるさと納税で納められた金額と、ここは所管じゃないんで

しょうけど、実際かかる費用、返礼品とかはこちらで今所管で対応されてると思うんで

すが。その返礼品とかそれにかかる旅費とかいろいろこう書かれてあるんですけども、

サイトの利用料とかですね。入ってきたお金と実際総額これだけに対してこれだけの費

用がかかってますよっていうのを何かこうまとめられていないかなと思いまして。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

ふるさと納税の歳入の総額につきましては、主要な施策の３８ページの方に記載があ

ります２億３,５６９万５,０００円。その下で寄付に対するかかった経費の総額という

ものが１億１,９６０万２,０００円となっております。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。今歳出の７８、７９ページを受けておりますけども、続き

ましてページが飛びますけれども１３４、１３５ページ、シルバー人材センターの補助

金とかありますけれども、質疑はないですか。 

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員） 

シルバー人材のところですけども、補助金ということでありますけども、今、人数的

なことを言われまして、全体で３９８人、そしてそのうちの長与が２８１人やったかな、

もうその辺はちょっと間違いかも分かりませんけど、この人材についてはやはりずっと



確保されてるんですか。やっぱりなかなかもう申し込み手がいないとか、いろいろそう

いう問題はないんですかね。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

シルバー人材センターが今まで６０歳以上の方が会員の対象ではあるんですけども、

定年延長等の関係等もありまして、年々ちょっと全然減少ぎみで全体の年齢構成が逆に

伸びて、会員数自体はそこまで減少はしていない状況ではございます。今年度は長与町

の役場等のロビー等でもそういう啓発活動というのをシルバーさんも始められてはいる

という状況でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。続いて１３６、１３７ページ、農業総務費とかです。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

今のところでよろしいでしょうか。長与・時津シルバー人材センターの、説明書の１

３５ページの支出、長与町高齢者就業機会確保の、これ使ったらだめ、いいですか、説

明書で。長与町が２８１人というところで、あと時津が残りですよね。この財源の補助

なんですけど、やっぱりコロナによってかなり資材とかもいろいろ高くなって人件費も

高くなったと思うんですが、ここによってこの差額というのは、そこのところの財源が

増えたというところで理解してよろしいんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

シルバー人材センターへの補助金っていうのが、国等から補助がシルバー人材センタ

ーに対してあるんですけれども、それと同額を関係自治体、時津町と長与町で補助をす

るというような組み立てになっております。国費の方の補助金の算定で、会員増があっ

た場合とかでの補助金の増減、各、国の中での事業で算出した中での補助金の増減に乗

じて時津町、長与町の補助額も増減するというようなことになっておりますので、今昨

今の物価上昇に対する増額というものではございません。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

この会員数なんですけれども、私もシルバー人材センターよく利用させていただくん

ですが、予約をしても３、４カ月待ちなんですね、いつもね。そのあたり人材が足りて

るのかどうなのか、果たして。何かたくさんいるように思うんですが、非常にその専門

専門で違うのかなって思うんですけど、そのあたりいかがでしょうか。 



○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

シルバーの登録をされてる方々についてもやっぱりそれぞれでできる事業とか、でき

ることが限られてたりとかされてまして、ある程度この事業に充てる人材とかという振

り分けをシルバーさんの方でもされてますので、その２８０人いるから全ての方が注文

というか発注されてることに対して対応できるというものではございませんので、そこ

はちょっとご理解いただければなと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。１３６、１３７ページ、続きまして１３８、１３９ページ。 

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員） 

１３９ページの長与木場と岡地区の改良区の件でちょっとお聞きいたします。この農

業の予算がこの値段が非常に上がってるもんで、一般の人はものすごい農業の補助金が

多いねって言われる方も多いんですけど、これはもう一つの大きな事業としてやられて

るということ、この辺は皆さんもご理解していただいたと思いますけども、それぞれも

う木場地区、岡地区が、木場地区が７年までの補助金、岡地区が８年までやったですか

ね。それぞれありますけども、これは決算ですので、もう支払ったお金が載っているわ

けでございますけども、やはり先、補助金がなくなると、やっぱり維持費とか心配され

るところなんですけども、その辺先のことを質問ちょっと該当しないか分からんですけ

ども、それぞれ何かこの補助金が切れた後の処置として考えていることがあれば教えて

いただきたいなと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

その元利償還の補助金につきましては、あくまで償還期間についての償還金額に対す

る助成ということですので、そこの償還期間が終われば一定廃止ということで考えてお

ります。施設管理補助金につきましては、施設を管理してる分の電気代等の補助を行っ

ているわけですけども。今まで基本的にはこの期間を定めて補助を出してきているとい

うことで、その間に運営体制等を整えていただきたいということで一応進めてはいると

ころですので、今のところこの補助金が切れた以降のことっていうところですね。まだ

定められておりません。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 



１３９ページのふれあい農園借地料なんですが、今現在どのくらいの方が何％が稼働

して、空いてるところが何％ぐらいでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

畑中参事。 

○参事（畑中隆德君） 

令和５年度実績としまして、ふれあい農園が６地区ございまして、全体の総区画数が

２９８区画。総区画数が２９８、更新済が２６６でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

すみません、ごめんなさい。ちょっと今意味が分からなかった。総数が２９８、ごめ

んなさい、もう１回。 

○委員長（中村美穂委員） 

畑中参事。 

○参事（畑中隆德君） 

失礼しました。全体の総区画数が２９８、更新済みが２６６区画でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。それでは続いて１４０、１４１ページ、質疑はありません

か。続きまして１４２、１４３ページ、林業費とか、質疑はないですか。 

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員） 

１４３ページの林業費の委託料、森林経営管理制度実施事業という委託料があります

けども、これは間伐もということで先ほど説明があったんですけども、これなかなか以

前申し込んだんですけども、なかなか地域に回ってこないという声もあって、今この間

伐状況というもは長与ではどのように、やっぱり少しずつは進んでいるんですか。その

辺をちょっと分かれば、分からないならいいです。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

この制度で森林の管理計画を立てて、立てた後に５年以内に間伐を行うっていうこと

に今なってるんですけども、現在間伐を実施しているのがこの１つの林班だけという状

況でございます。順次計画を立てて５年内ごとに、今後は間伐等まで一度は進めていく

ということでは考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 



すいません戻りまして、１４１ページの耕作放棄地再生事業補助金でこれ１件という

ことなんですが、どちらの地区でどういったものをされているのか、その辺りをお聞か

せください。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

今回申請があってるのは１件で、場所としましては岡郷の潮井崎の近くでございます。

品種としては、ミカンをやろうというところで昨年整地までされてますので、まだ品種

自体は、品種というか、作物自体はまだ植わってない状況でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

これは決算とまた違うんですけど、今後その耕作放棄地の所をやっぱり改良して、ま

たこうやって町民の方にも開放して広げる、拡大する予定はないでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

町としましてもできるだけご自分の農地の隣とか荒れていればこういう事業で活用し

て、耕作放棄地をなくしていただきたいという思いで進めております。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

１４３ページまで進んでおります。続いて１４４、１４５ページのところで質疑はあ

りませんか。海と日本プロジェクトの負担金とかありましたね。質疑はありませんか。

１４６、１４７ページ。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

ちょっとあと何点かあるんですけど、１つずつ言ったらいいかな、それともまとめて

いいですか。まず１４５ページの１つ戻るんだけど、１２節委託料、商店街活性化委託

料ですね。これは八反田公園って言ったですかね。これは要は結局もうほとんど商工会

に依存型で、これが実際に効果があるのかなというのはちょっと心配してるんですよね。

だからこのことについてどういう話し合いとかでやってるのかということが１つ。それ

から１４７ページのプレミアム商品券の今達成率何％ぐらい、結局想定より何％ぐらい

達成できたのか。それからあと長与町工場等設置奨励金、これさっきちょっと説明を受

けたんですけど、北徳洲会の病院のことだというふうに理解してるんですけどね。これ

のもう少し詳細な内容を教えてください。委員長が３つまでと言っておりますので３つ

お願いします。 



○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

まず１４５ページの商店街活性化委託料でございます。これが毎年の継続事業という

ことで、長与の役場の前の橋と八反田公園のイルミネーションをやっておりまして、そ

の詳細な経済効果っていうものの算定自体はちょっとその期間の集客等の集計等もなか

なか難しいもので、効果自体はやってはおりませんが実際その冬の期間のイルミネーシ

ョンということで、一定その商店街のにぎわいっていうことにはなっているのかなとは

感じております。続きまして商品券の達成率でございますが、こちらが発行総額としま

しては、約１万７,０００、申し込みの状況で世帯数をまず説明させていただきますと、

世帯の総数が約１万７,０９７世帯、申し込みがあっている世帯というのが１万１,４８

９世帯、世帯の申込比率としましては６７.２％。金額としましては、発行予定額が４億

３,０００万円、実際の発行総額としましては２億８,３１６万円、販売率としましては

６５.８５％となっております。あと工場奨励金につきまして、工場奨励金につきまして

は、固定資産税に係るものっていうのが、すいません、固定資産税と都市計画税に相当

するものの土地と減価償却等の係る資産に対する補助でございまして、今税額をご説明

いたしますと、固定資産税が３,４８６万７,３００円、都市計画税が５８１万８,９００

円というのが対象となる税額で、これを合計しますと４,０６８万６,２００円になりま

す。そのうち新しくそちらに事業開始したときに持ってきたものが対象と、新しく造ら

れたものが対象ということで、補助の金額としましては４,１７５万円が実際の補助、そ

して支払い、補助というか奨励金としてお支払いをしている金額でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

まず１点目の４５ページの、要は商店街活性化委託料、これについてはまあもちろん、

そのイルミネーションをする八反田公園については、あんまり皆さん知らないんですよ

ね。あそこを通らない人結構多いんですよ。橋はね、中央の長与町の役場の前の橋はや

っぱり役場のメインとして考えるんだけど、八反田公園という１つの公園でちょっと皆

さんの、今商店街はあそこはもうなしていないですよね、要はね。だから前はあそこは

４つの商店街があったんですけど、もう今はほとんどもう既成事実がなくなってるんで

すね。だからその辺の検討をしたらどうかなと思ってるんですよ。それとその次に、要

はこのプレミアム商品券ですね。これは前回やりましたよね、コロナときね。そのとき

の達成率とどうですか比較して、パーセンテージとしては。これは物価高騰対策の中で

やってるわけだけど、前年、前回と比べればどういうふうな感覚を持っておられるのか

ね。それとあとこの徳洲会病院の件ですけど、これは条例の中で３カ年だったかな。そ

の辺の確認をちょっとまずはしてください。 



○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

イルミネーションにつきましては、ちょっと現在商店街とか商工会との協議がされて

ませんので、もうちょっと今回今後やる事業としてお話をして検討できればなと考えま

す。プレミアム商品券につきましては、前回がおよそ７０％の販売率でしたので、ほぼ

変わらない状況かなと。ただ前回が６冊ではございましたので、ほぼ変わらないかなと

は考えております。工場の奨励金につきましては、３カ年の奨励金ということでござい

ます。 

○委員長（中村美穂委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

分かりました。あとほとんどさっきの要は活性化の結局委託料と変わらないんだけど、

この川まつりの補助金ですね。これが４８０万円付いているんですね。これイベントを

やってるんだけど、非常にイベントのレベルが今低いというふうな評価をもらってるん

ですよ。だからこれはもう商工会にほぼもうおんぶに抱っこで委託して向こうでやって

ることだと思ってるんですけど、やっぱり少しこちらの方で口出しを出して、その入札

なりして、イベント屋っていうのはもう今たくさんあるからですね。そういう分ではや

っぱり少しアドバイスをして、少しレベルが高い方向にもっていったらどうかと思うん

ですけど、その辺についてはいかがですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

ながよ川まつりのイベントのレベルが低いというところでございますが、５年度の町

の補助金というのが４８０万円、実際警備に係る費用とかテント等とか、ステージの照

明等を設置する費用とか、もろもろかかると４８０万円の補助金自体で運営ができるか

どうかっていうようなレベルで、昨年につきましてはイベントの費用というのが、もう

ほとんど出てこないような状況で事業をしております。今年度についても物価高騰等で

補助金自体は上げてもらってようやく昨年並みの事業ができてるかなと。花火について

は一応協賛金を頂いてるんですけども、ちょっと最低限これだけは上げないとっていう

ところの球数を今年度は上げさせてもらっておりまして、実際ちょっとよその自治体で

やっている所がどれくらいの費用でやられてるかというところもあるんですけども、そ

ういう現在の集金状況では、なかなかイベント自体の出演者をいろんな出演者を呼ぶと

か、これはちょっと厳しい状況ではあるかなと考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

竹中委員。 



○委員（竹中悟委員） 

その辺は金額は金額だから。それでもやはり夏まつりというのは長与の住民の方は大

変やっぱり興味があられるんですね、要はね。行かれる方も非常に多い。そしたらやっ

ぱり少しお金を逆に出してでも充実したものをつくらなくちゃいけない。そういうふう

に思ってるので、おんぶに抱っこじゃなくてやはり何にしてもそうだけど、このサテラ

イト事業が前ありましたよね。それについても今私ももうずっとこれを追ってるけどほ

とんど稼働してない、はっきり言ってですね。だからやっぱりそういう補助金を出した

りする所については、やっぱり今後いろんな形で監視をしておかなくちゃいけない。こ

の商工会に当たりましては、やっぱりそういう分でも十分に話し合いをして、そしてこ

の金額は妥当なのか、そういうことも含めながら話し合いをしていった方がいいと思い

ます。部長ここでどうですか、そういうふうな考えでいけますか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口部長。 

○建設産業部長（山口新吾君） 

まず長与川まつりですね。これにつきましては実行委員会というのを立ち上げて、そ

の中でいろいろイベントの中身について議論をしながら実施をしておりますけれども、

確かに予算の面とかもありまして大変厳しい状況でありますけれども、やはり町の夏の

風物詩として定着した川まつりですので、そういったイベントを今後も継続していくた

めには、やはり限られた予算の中でイベントとして納得していただけるような今後もイ

ベントとしてどういった工夫ができるか、そういった工夫等も実行委員会、商工会とも

連携しながら今後もより良いイベントとなるよう検討していきたいと思います。また、

実際さまざまな商工会に対しましても、いろいろ補助金を交付しておりますけれども、

やはりそういった交付に対する町に対する費用対効果とか、そういったこともいろいろ

考慮しながら、この額が妥当かということも検証しながら補助の交付というのも重要で

あると思いますので、そういったところもこの額についても商工会ともいろいろ協議を

しながら、今後も進んでまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

同じところで１４７ページです。長与町プレミアム商品券、先ほど出たんですが、こ

れ令和５年度だったんですが、手続きが非常に煩雑化しているのかなというふうに思っ

たんです。以前は申し込みの日時の場所とその場所に行けば購入できたんですが、この

５年度は何か手続きを申し込みをして、それから何かまた用紙が来てそれを持って買い

に行かなくちゃいけないとかいろいろあって。やっぱりこの購買率にもちょっと低下す

るのかなと、影響するのかなというふうに思ったんですが、そのあたりはどのように分

析をされますでしょうか。 



○委員長（中村美穂委員） 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

販売方法につきましては、前回の令和４年度と令和５年度は同じ手法でさせていただ

いております。令和５年度の方が国費の締め切りの関係で若干最終の使える期間ってい

うのは短くさせていただいてはいるんですけども、それを考えてもほぼ同じぐらいの販

売率ではなかったかなとは考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

以前欲しい人が買いに行ってもなかなか手に入らなかったというのが前にあったんで

すけど、もう少し販売率が７５％から８０％になってもいいのかなというふうに思うん

ですね。そしたらまた何ていうかな、町に対する補助金、違う、なんだったかな。活性

化率も高まっていくのかなというふうに思うので、その辺りはいかがでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

町としましてももう今回国費の１００％の事業でやっておりましたので、その国費の

限り売れた方がよかったというところは当然ございますが、前回同様の購買率でござい

ますので、一定買われる割合っていうのがそれぐらい、それぐらいというか、定率まで

にとどまるのかなという傾向であるんじゃないかと今は分析はしているところでござい

ますので。長崎市が行ったようなデジタル化とかなれば、また変わってくる可能性もあ

るのかなとはありますけども、ちょっと商工会の発行事業ですので、そこをちょっと商

工会とも今後協議をしながらできればなと考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。では続いて１９６、１９７ページ、それから２０４ページ

の出資による権利です、２０４、２０５ページ。それから主要な施策の成果に関する報

告書、全てを含めて歳入歳出通して質疑を受けたいと思います。質疑はありませんか。 

質疑をしたいので副委員長と交代します。 

○委員（堀真委員） 

質疑はありませんか。 

中村委員。 



○委員長（中村美穂委員） 

歳出のところで１４１ページですかね、有害鳥獣のところで質問したいと思うんです

が、今かなりイノシシ等民家の方に出てきて、これは数年前からだと思うんですけれど

も、猟友会等に委託をして一定捕獲数があるものの、例えば自治会等が要望があればワ

イヤーメッシュの設置等もしているということも理解はしているところですけれども、

例えば箱穴とかもそういったものも普通の人ができることではないと思うんですよね。

とにかく民間の宅地それから公園等にもイノシシが出てきて非常に困っているという住

民の方から声がもう年々聞いているわけなんですけれども、そういった場合箱穴の設置

とかそういう相談があった場合は、対応されているのかどうか、そこについてお尋ねし

ます。 

○委員（堀真委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

有害鳥獣につきましては、農地等の被害を防止するっていうところが産業振興課の一

応事務分掌の所管で、それ以外が住民環境課の所管ということになっておりますので、

民地等につきましては一応住民環境課の方が主体となりまして、産業振興課の方も協力

体制でやっているところでございます。産業振興課がやっぱり所管する箱罠等につきま

しては、農地等が近くにあるような宅地でございましたら、そういう農地被害も含めた

ところで対応はさせていただいてるという状況でございます。 

○委員（堀真委員） 

中村委員。 

○委員長（中村美穂委員） 

農地だけが所管というのは重々理解はしているところなんですけど、やはりこの農地

というか、それぞれの大きい小さいはあると思うんですけども、それにかかわらずとい

うところでどうなのかなというふうにお尋ねをしました。猟友会等に捕獲は年間町独自

と国と月数が違うというふうにお聞きしましたけれども、そういったところで何でしょ

うね、猟友会の方が駆除のためにするっていうのが、なかなか民地に近かったりとかす

ると難しいのかなっていうところがあるんですけども、その点についてはいかがですか。

基本山なんでしょうけど、そういったことはないですか。 

○委員（堀真委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

猟友会がわなを設置するってなったら農家からの被害を聞いたり実際生息してそうな

山っていうかやぶというか、そこから通り道とかを推測されて、されているところでご

ざいます。実際家の近くに出ましたとかいうご相談を受けた場合はやっぱりその大きな

箱わな、イノシシ用の箱わなっていうのはなかなか町の職員等も設置できないので、小



さい中型動物等のわな等で、できるものについては民家近くは町の職員も狩猟免許を取

って箱わなが設置できますので、対応をしているとそういうような状況でございます。 

○委員（堀真委員） 

中村委員。 

○委員長（中村美穂委員） 

すいません、もう１点別のところで。１４５ページの海と日本プロジェクトの負担金

のところで、二島の開拓、子どもたちが参加した夏休みのイベントがあったんだろうと

思うんですけれども、本町の子どもたちが１０人ですかね、これが募集先がまた違うと

ころで募集をされて、参加人数の全体的な参加人数、町民だけじゃなくて、そういった

ものはどの程度だったのかっていうのと、昨年たしかするに当たって非常に二島に以前

銃弾が埋没してるんじゃないかとか、そういう危険性があるんじゃないかというのをす

ごく危惧する方がいらっしゃったわけですけども、その点を含めてもちろん安全な形で

実施されたとは思っておりますが、そこについてはいかがでしょうか。 

○委員（堀真委員） 

永石課長。 

○産業振興課長（永石大祐君） 

海と日本プロジェクトの二島の件ですけども、全体の小学生の参加者が１０名で、う

ち５名が長与町の小学生ということでございました。あと銃弾とかそのあたりにつきま

しては、実際の小学生が渡って授業をするという前に一度、実施主体の方でも島に渡っ

て周辺等の確認というのをした上で実施を行っているところでございます。 

○委員（堀真委員） 

委員長と交代します。 

○委員長（中村美穂委員） 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで産業振興課所管分の質疑を終わります。 

１１時３０分まで休憩します。 

（休憩 １１時２０分～１１時２９分） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

それでは続きまして、建設産業部の土木管理課所管分について提案理由の説明を求め

ます。 

山﨑課長。 

○土木管理課長（山﨑禎三君） 

皆さんお疲れさまでございます。それでは議案第４９号令和５年度一般会計の決算の

うち、土木管理課所管分につきましてご説明申し上げます。まず歳入でございます。事

項別明細書の２４、２５ページをお開き願います。２４、２５ページの下段から次の２



６、２７ページ上段の１３款１項５目土木使用料１節道路橋りょう使用料は、全て土木

管理課所管分でございます。これは電気、電話の電柱や電線、ガス管などの道路等占用

料でございます。続きまして同じく５目土木使用料２節都市計画使用料の収入済額２１

８万６,８９５円のうち、備考欄１段目の公園占用料および２段目の中尾城公園使用料の

全額、３段目の都市公園使用料１２万１,０００円のうちの７万７,０００円、次に４段

目の潮井崎キャンプ場施設使用料の全額は、全て土木管理課所管分でございます。失礼

しました。潮井崎キャンプ場施設使用料の全額は、土木管理課所管分でございます。公

園使用料は道路等占用料と同じく、公園内にございます電気、電話の電柱や電線の占用

料、中尾城公園使用料は、草スキーとモノレールの使用料、都市公園使用料は、都市公

園において興行等を行ったことに伴う使用料、潮井崎キャンプ場施設使用料は、キャン

プ場施設使用料の他、展示ホール等の使用料、冷暖房、シャワー使用料でございます。

次に３０、３１ページをお開き願います。１４款２項４目土木費国庫補助金１節道路橋

りょう費補助金は、全て土木管理課所管分でございます。主なものといたしましては、

町道長与中央線の舗装補修工事の補助金でございます。収入未済額につきましては、次

年度へ繰り越しをいたしております。次に２節都市計画費補助金、収入済額５,１５１万

３,０００円は土木管理課所管分でございます。こちらは都市計画道路西高田線整備事業

および公園施設長寿命化に伴う公園遊具更新の事業の補助金となっております。また収

入未済額につきましては、次年度へ繰り越しをいたしております。続きまして３節市街

地整備総合交付金のうち、備考欄１段目の町道新設改良事業費交付金および２段目の公

園整備事業費交付金につきましては、土木管理課所管分でございます。次に、３８、３

９ページをお開き願います。１５款３項６目土木費委託金１節土木費委託金および２節

港湾費委託金は、全て土木管理課所管分でございます。次に同じく３８、３９ページ中

下段の１６款１項１目財産貸付収入１節土地貸付収入、収入済額６１１万６,２０６円の

うち、４万７,４７２円が土木管理課所管分でございます。次に同じく３８、３９ページ

の下段から次の４０、４１ページ上段までの１６款２項１目不動産売払収入１節不動産

売払収入、収入済額４１８万８,３３７円のうち、３８９万６,５８１円が土木管理課所

管分でございます。続きまして、４０、４１ページをお開き願います。４０、４１ペー

ジ中段の１７款１項４目土木費寄附金１節土木管理費寄附金は、土木管理課所管分です。

収入済額はございません。次に４６、４７ページをお開き願います。２０款５項１目雑

入１節雑入のうち、備考欄７段目の清涼飲料水自動販売機設置使用料３５２万６,２９９

円のうち５９万２,４１３円、同じく備考欄２５段目の電柱等設置使用料３万５,９７３

円のうち４６０円、３１段目の平和の泉等浄財の全額、３５段目の境界立会他証明書等

交付手数料１万２,０００円のうち１万８００円が土木管理課所管分でございます。続き

まして、５０、５１ページをお開き願います。２１款１項３目土木債２節道路橋りょう

事業債、３節港湾管理事業債の全て、４節都市計画事業債のうち備考欄２段目の街路事

業充当起債、備考欄３段目の公園施設長寿命化事業充当起債、５節市街地総合整備交付



金事業債のうち備考欄１段目の町道新設改良事業充当起債、２段目の公園整備事業充当

起債が土木管理課所管分でございます。以上が歳入になります。 

続きまして歳出でございます。１４６、１４７ページをお開き願います。１４６ペー

ジから１４７、１４８、１４９ページまでの８款１項１目土木総務費は、全て土木管理

課所管分でございます。１節報酬から４節共済費につきましては、部長を含めまして土

木管理課職員総数９名分および会計年度任用職員１名分の人件費でございます。次に８

節旅費、１０節需用費は経常的経費でございます。１２節委託料につきましては、道路

台帳作成整備委託他各種点検委託でございます。１３節使用料及び賃借料につきまして

は、防犯設備借上料などで８１万７,１７０円を支出いたしております。１８節負担金、

補助及び交付金につきましては、県事業の国道２０７号道路改良事業に伴います地元負

担金の他、各種協会の負担金でございます。続きまして同じく１４８、１４９ページ下

段の８款２項１目道路橋りょう総務費から１５２、１５３ページの８款４項１目港湾整

備費までが全て土木管理課所管分でございます。１目道路橋りょう総務費につきまして

は、８節旅費から１８節負担金、補助及び交付金まで、いずれも経常的経費でございま

す。１５０、１５１ページをお開き願います。２目道路維持費につきましては、１０節

需用費は、経常的経費でございます。１２節委託料でございますが、支出済額は５,２９

６万７,５６９円でございます。備考欄上段の町道管理委託料といたしまして１,８２９

万４,６９１円を支出いたしており、街路樹の剪定および除草委託など４３件を実施いた

しております。町道維持補修委託料といたしましては６６６万９,４２１円を支出いたし

ており、シルバー人材センターへの委託を含めまして９件の委託を行っております。測

量設計委託料といたしましては、令和４年度からの繰り越しでございます町道３工区１

９号線ほか１線、のり面調査業務委託（１、３、４工区）を含みます３件の委託を行っ

ております。１３節使用料及び賃借料につきましては、工事用機械の借上料でございま

す。１４節工事請負費は、支出済額は１億７,２８６万５,９５８円でございます。主な

ものといたしましては、町道長与中央線道路改良工事や町道吉無田女の都線舗装修繕工

事などでございます。件数といたしましては１２２件実施いたしております。１５節原

材料費は、道路等維持補修に伴います経常的経費でございます。１８節負担金、補助及

び交付金につきましては、県への事業負担金を支出いたしております。続きまして、３

目道路新設改良費の８節旅費、１０節需用費は経常的経費でございます。１２節委託料

につきましては、町道新設測量設計委託料を１件行っております。１４節工事請負費に

つきましては、町道本川内佐敷線の道路改良工事を行っております。次に４目橋りょう

維持費１２節委託料でございますが、道路橋点検業務を行っております。１４節工事請

負費につきましては、早田橋および隠川内橋の補修工事を行っております。続きまして、

３項河川費でございます。こちらも土木管理課所管でございます。１目河川総務費８節

旅費、１０節需用費、１１節役務費につきましては、経常的経費でございます。なお、

１１節役務費につきましては、支出はございません。１５２、１５３ページをお開き願



います。１２節委託料は、河川管理に関します委託を８件実施いたしております。１３

節使用料及び賃借料は、工事用機械借り上げに関する経常的経費でございますが支出は

ございません。１４節工事請負費は、河川の維持に関します工事を８件実施いたしてお

ります。１５節原材料費は、河川補修材料代でございます。支出はございません。１８

節負担金、補助及び交付金は、経常的経費でございます。続きまして４項港湾費でござ

います。港湾費につきましても全て土木管理課所管でございます。１目港湾整備費の主

なものといたしましては、１２節委託料の長与港港湾施設管理業務で長与浦をきれいに

する会および農船会への管理を委託いたしております。その他、８節旅費、１０節需用

費につきましては、経常的経費でございます。１４節工事請負費につきましては、長与

港管理用通路の維持工事を２件実施いたしております。１８節負担金、補助及び交付金

につきましては、野積場の設計および金比羅橋下の工事に伴います県事業地元負担金の

他、協会負担金でございます。続きまして１５４、１５５ページをお開き願います。８

款５項４目街路事業費でございます。８節旅費、１０節需用費、１１節役務費につきま

しては経常的経費でございます。なお、１１節役務費につきましては４万５,０００円を

令和６年度の繰越明許費として計上しております。１２節委託料でございますが、備考

欄上段の測量設計委託料５９２万４,６００円につきましては、都市計画道路西高田線街

路整備事業に伴います測量業務など７件の業務を実施いたしております。また、備考欄

下段の都市計画道路西高田線踏切拡幅事業関連工事委託料４３６万１,９３１円につき

ましては、ＪＲ高田踏切拡幅工事に関連いたしますＪＲへの委託料でございます。なお、

令和６年度への繰越明許費といたしまして、８７９万１,０００円を計上させていただい

ております。次に１４節工事請負費でございます。６,４１０万４,７００円につきまし

ては、同じく都市計画道路西高田線に伴う工事を１６件実施いたしております。なお、

令和６年度への繰越明許費といたしまして、４,７５７万８,０００円を計上いたしてお

ります。１６節公有財産購入費２,３３４万６,２６６円につきましても、同じく都市計

画道路西高田線に伴います道路用地５筆の購入費となっております。なお、令和６年度

への繰越明許費といたしまして、４,０２０万１,０００円を計上いたしております。続

きまして１５６、１５７ページをお開き願います。１８節負担金、補助及び交付金でご

ざいますが、備考欄上段の都市計画街路事業促進協議会会費につきましては、経常的経

費でございます。２１節補償、補塡及び賠償金３,１１６万３,６９８円につきましては、

都市計画道路西高田線に伴います補償５件となっております。なお、令和６年度への繰

越明許費といたしまして、１億５,３２５万３,０００円を計上いたしております。西高

田線の令和５年度に実施いたしました主な施工箇所につきましては、後ほど図面にてご

説明いたしたいと思っております。続きまして８款５項５目公園緑地管理費でございま

す。１節報酬から４節共済費につきましては会計年度任用職員３名の人件費でございま

す。８節旅費、１０節需用費、１１節役務費は経常的経費でございます。１０節需用費

の支出済額１,０５１万９,９２１円のうち、主なものといたしましては消耗品費の２３



４万２,７１１円で、花の苗配布事業における花の苗木代等になります。１２節委託料は、

支出済額３,８１７万２,８００円のうち、主なものといたしまして町内の公園等のトイ

レ清掃等を行う公園清掃管理委託料の他、各公園の維持管理業務および中尾城公園、潮

井崎交流館の公園施設管理委託といたしまして、シルバー人材センターなどに対しまし

て２,４３２万４,３２６円を支出いたしております。また、（仮称）平尾公園の測量設

計委託を実施いたしております。１３節使用料及び賃借料でございますが、支出済額６

５１万４,８０２円で、主なものといたしましては借地公園の賃借料でございます。続き

まして１５８、１５９ページをお開き願います。１４節工事請負費は、支出済額３,４５

０万１,３６０円で、通常の維持工事や修繕工事を含めました公園整備工事が件数が２６

件、主なものといたしましては、令和４年度よりの繰り越しの道ノ尾街区公園新設工事

（モニュメント移設工）を行っております。また公園遊具の更新事業でございます長寿

命化対策工事費でございますが、天満宮公園の遊具更新に関します工事を３件行ってお

ります。令和６年度への繰越明許費といたしまして、５,１００万円を計上いたしており

ます。繰越明許費５,１００万円につきましては、公園施設長寿命化事業の工事費となっ

ております。１５節原材料費は、経常的経費でございます。１７節備品購入費は、刈払

機等を購入いたしております。１８節負担金、補助及び交付金は、公園に関連しました

協会費および負担金でございます。続きまして、１９６、１９７ページをお開き願いま

す。１１款災害復旧費２項公共土木施設災害復旧費１目道路等災害復旧費のうち、８節

旅費、１０節需用費、１８節負担金、補助及び交付金は、経常的経費になります。１２

節委託料でございますが、支出はございません。１３節使用料及び賃借料につきまして

も支出はございません。１４節工事請負費は、支出済額７７５万６,６００円ございまし

て、件数といたしましては１４件を実施いたしております。以上が歳入および歳出に係

る説明でございます。なお、令和５年度長与町一般会計に係る主要な施策の成果に関す

る報告書でございますが、報告書４３ページから４７ページにつきましてが土木管理課

所管でございます。ご参照賜りたいと存じます。以上が令和５年度土木管理課所管分を

ご説明申し上げました。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（中村美穂委員） 

日名子課長補佐。 

○課長補佐（日名子達也君） 

それでは令和５年度の西高田線の事業箇所につきまして、図面にて説明をさせていた

だきます。それでは説明させていただきます。図面のこちらが役場の場所でございます。

役場の前の橋を渡って、こちらの県道長崎多良見線までの約１,３３０メートル、これが

西高田線の計画でございます。ご存じのとおりここのうち約６４０メートル、こちらの

方が今現在供用開始、ここのパチンコ屋の所までは供用開始が終わってる所でございま

す。残りの部分につきましては平成３０年から随時工事および補償を進めているところ

でございますが、令和５年、ようやくここのＪＲ踏切部分から和楽団地の入口の所まで、



これにつきまして令和５年度中に完成を行ったところでございます。現在和楽団地の所

からここのパチンコ屋の所まで、こちらについて随時補償および工事を現在進めている

ところでございます。先ほどの主要な施策のページ数が４５ページ、こちらも一緒にご

覧いただければというふうに考えております。委託につきましては、そちらの再算定、

建物再算定および測量を７件実施をいたしております。また工事につきましても一部こ

ちらの１２０メートルの工事等々で１６件の工事を行っているところでございます。用

地につきましての買収、これも面積につきまして４５５.６５平米、筆数で５筆契約を行

っております。また建物につきましても建物および工作物、これにつきまして５件契約

を行っているところでございます。令和６年度につきましても随時和楽団地の入口から

北陽台高校の入口の歩道整備、こちらも今現在やっております。随時電柱等移設が終わ

った次第、随時工事を発注をさせていただきたいというふうに考えているところでござ

います。あと建物等は、あと建物が１件ありますけれども、これも随時交渉を進めてお

ります。建物が退いたときにはすぐ工事の方に入らせていただきたいというふうに考え

ております。以上が令和５年度の事業箇所の説明でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

ただいま提案理由の説明が終わりましたが、質疑につきましては午後からにしたいと

思っております。 

１３時１０分まで休憩いたします。 

（休憩 １１時５３分～１３時０９分） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

午前中に提案理由の説明を受けましたので、これから質疑を行いたいと思います。質

疑につきましてはページ数が多いですので、ページを追って進めてまいりたいと思いま

す。先に行って戻ってもらっても構いませんので、そのときには戻ることと、ページ数

をあらかじめお知らせしていただいてから質疑をお願いいたします。それではまず歳入

ですね。２４、２５ページ、１番下段のところから２６、２７ページ、質疑はありませ

んか。それでは続きまして、３０、３１ページ、土木費の国庫補助金のところですね。

続いて３８、３９ページ、土木費委託金のところですね。次のページの４０、４１ペー

ジ。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

４１ページの不動産売払収入で３８０万円程度何か土地を売ったって言いましたかね。

ここどこの土地をどれぐらい売ったのか。 

○委員長（中村美穂委員） 

日名子課長補佐。 



○課長補佐（日名子達也君） 

それでは歳入４０、４１ページ、普通財産売払収入の４１８万８,３３７円のうち、３

８９万６,５８１円、これの分の説明を申し上げます。この分につきましては西高田線の

分で、当時土地を残地の分を買い上げて、うちの方で買い上げをさせていただきまして、

その後道路の方の改良を行いまして、その残地の部分につきまして一般の方に売らせて

いただいたところでございます。その分の一筆の面積、面積若干ちょっと分からないん

ですが、この金額が３８９万６,５８１円というところでございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

そういった場合の売払単価の設定というのは、売った値段でそのまま売るというよう

なそういう考えでやられてるんですかね。 

○委員長（中村美穂委員） 

日名子課長補佐。 

○課長補佐（日名子達也君） 

単価につきましては西高田線につきましては全て不動産鑑定を買うときも当時買うと

きもやっておりますので、それに伴いまして出来上がりの鑑定をさせていただいて、そ

の鑑定の金額でさせていただきます。先ほど面積の分の資料がありましたので、お答え

いたします。面積は８１.０１平米でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

買うときは現状で買われて、売るときは出来上がりで鑑定して売るということは、や

っぱり値段が違うんですよね。例えば１０万円で買ったもんを１５万円とか２０万円で

売るという話になるわけですよね。そういうことで理解してよろしいですか。細かい単

価は要りませんけど。 

○委員長（中村美穂委員） 

日名子課長補佐。 

○課長補佐（日名子達也君） 

買うときは現道、当時の道路の幅の分で鑑定をさせていただいておりまして、当然出

来上がりになれば西高田線１４メートル道路、歩道を含めてですね。その分で鑑定をし

たというところでございます。将来的な鑑定ということでなかなか難しいとこあります

けども、若干上がったというふうにご理解いただければなというふうに考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。それでは次に進めてまいります。４６、４７ページ、ここ

は雑入のところですね。質疑はありませんか。続きまして５０、５１ページ、土木債の



ところですね。質疑はありませんか。ないようでしたら歳出の方に移りたいと思います。

１４６、１４７ページ、土木費ですね。下段のところになります。続いて１４８、１４

９ページ。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

この長与駅のエレベーターの点検もこちらですか。 

この相手先はどこに頼みよるとでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

伊藤係長。 

○係長（伊藤央君） 

三菱電機のエレベーターを導入しておりまして、三菱電機ビルソリューションズの方

に委託の方をお願いしております。 

○委員長（中村美穂委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

ここはＪＲに受託せんでいいわけですか、この分は。何かほとんどＪＲに受託せんば

というような説明を今までもずっと受けとるんですけど。３基ありますよね、ここ駅の

中に、４基か。ＪＲの中にホームに下りるのが２基あって、これはまたＪＲが発注しよ

っとでしょう、管理してるんでしょうけども。この外側の２つについては建設部、ここ

の町が発注していいんですか、勝手に。できよるということですよね。そういうことで

すたいね。受託せんでよかということですよね。 

○委員長（中村美穂委員） 

山﨑課長。 

○土木管理課長（山﨑禎三君） 

当初はエレベーターは４カ所じゃなくて、県道側はなかったかというふうに記憶して

おります。その後もろもろ事情、まず必要性だろうと思うんですけど、それを設置する

段階でそういう上に上がる町道、要はホームに下りる側ではない階段側にある２カ所に

ついては、町の方でっていうような管理区分ですね。こちらの方で維持管理をするって

いうようなことで協定が話し合いができているというふうに、そういうふうにご理解い

ただければと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

ちょっと今の質問で、私もさっき本会議の中で要は今度の契約のことで、随意契約の

ことで同じような質問をしましたよね。そしたら段階で話し合いができるというふうに



考えて、今の話だと造った段階でちょうど町道側の方の要はエレベーターは結局話し合

いをできて、うちで管理するということができてるわけだから、他のことについてもそ

ういう付随した部分は、ＪＲと話し合いができるというふうに理解していいんですね。

他の件についても。 

○委員長（中村美穂委員） 

山﨑課長。 

○土木管理課長（山﨑禎三君） 

せんだって議員のご質問のときに回答をさせていただいた中で、町とＪＲとで管理協

定を結んでるというようなところで、持ち場っていうか守備範囲っていうか、そういっ

たのを決めさせていただいております。当然そこでうちの管理区分にある分については、

委員おっしゃるとおりにある程度、何ですか、話はできるもんだと思っておりますが、

そこについてもＪＲのルールもございますので、そことのどういうふうな協議を、性質

の話でしょうけど、どういうふうな協議をするのかっていうので、その辺ははっきりで

きるできないはあろうかと思いますが、話については私たちも対等の立場でっていうふ

うなのは思ってはおりますので、そこについては結果はどうあれ求めることはしていき

たいなというふうには考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

私も本会議で話をしたように、このＪＲとの話し合いができなくて高田南も大体３年

から５年遅れたと、はっきり言って。だから道路に対する結局側溝である配水管である

とか、それから道ノ尾駅からの張り出しの歩道であるとか、ものすごく遅れたんですよ、

あれで。ということは、うちは大損害をしたわけね。だから今の話でいけば話し合いを

いくらかでもできるということであれば、今後とも話し合いをしていただく。そうしな

いともうＪＲペースでいくともう時間はいくらあっても足らないし、お金もいくらあっ

ても足りない。そういうことを少し頭に入れてやっていただきたい。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。ページを進めていきます。１５０、１５１ページ。 

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員） 

１５１ページの１４節工事請負で、町道等維持補修工事ということで、先ほど私が聞

き間違ってなかったら１２２件ぐらいをあっとっとですけども、やっぱり中央線とか主

な道を大がかりな補修とかなんとかはしていたと承知しとっとですけども、やはり私た

ちのいる郡部というか田舎になればやっぱり何か切れ目の入ってても、やっぱりそこに

どう言えばいいかな、割れ目をふせる補修材であの程度で済ませていた所が多かもんで、

やはり一遍にはできんと思うんですけど、やっぱり目視してどっちにしろせんばねとい



う所は、やっぱりまた半分でもアスファルトとをはいで、そういったやり方もやっぱり

考えていただきたいなという思いがしておりますが、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山口課長補佐。 

○課長補佐（山口亮君） 

ご質問ありがとうございます。昨年度の所管事務調査の中でもご説明を申し上げまし

たが、道路の舗装につきましては道路舗装の修繕計画っていうのを立てまして、優先度

の高い道路を中心に毎年大がかりな補修をしております。ちょっとここ数年の実績をち

ょっと申し上げますけども、ここ５年間ですね。令和元年度は２路線で、道路延長で申

し上げますと１７９メートル、令和２年度が３路線で１,２７５メートル、３年度が５路

線で６９２メートル、令和４年度が７路線で４,６３２メートル、令和５年が４路線で２,

０３６メートル。ここ２、３年は特に道路維持の方に結構重点的にお金をかけて実施し

ているところではございますが、山口委員がおっしゃるように副路線といいますか、ち

ょっと入り込んだ路線については、まだまだ手が回っていないような状況でございます

ので、自治会要望等で特にひどい路線とかは町の方に要望があってそれを受けて改修し

たりもしておりますので、そういった形で主路線とは別にできる限り少しずつでも手を

入れていきたいと思っております。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。続きまして１５２、１５３ページ。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

港湾の長与町港湾施設管理業務委託料とそれから港湾整備工事費ですね。この分が出

てきてますけどね。ここは終了港湾で大体終わってるというふうな話になってるんだけ

ど、この今回の分の工事はさっき金比羅橋の下とかなんとか言ってたけど、そこのちょ

っと詳細な場所ともう今後この金額は、あと他に次の年とが出てくるのか出てこないの

か、この港湾に対してね。その辺についてをちょっとお尋ねします。 

○委員長（中村美穂委員） 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

山﨑課長。 

○土木管理課長（山﨑禎三君） 

港湾整備費の１２節委託料につきましては、先ほど私が口述をいたしました中でご説

明いたしましたが、長与港港湾施設管理業務でございまして、これは内容といたしまし

ては、長与浦をきれいにする会とおよび農船会への管理を委託をしているものの部分で



ございます。そして１４節工事請負費につきましては、西側埋め立ての一番北側の護岸

構造物の波返しの裏の道たたき部分が損傷しておりまして、こちらの維持工事を２件実

施をいたしております。１８節負担金、補助及び交付金につきまして長与港改修事業地

元負担金ですね。これは県にお支払いする負担金でございますが、こちらは長崎県の方

で実施していただきました金比羅橋の根元部分につきまして、海の方から陸地の方まで

北風がひどいときに潮が上がってくるということで、そこ潮止めっていうか、そういう

構造物を設置をしていただいております。そちらと野積場ですね。砂揚げ場の所の北側

の護岸構造物につきまして、越波等が確認をされておる関係で、こちらの改良の設計を

実施されております。そちらの分の負担金でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。続きまして、１５４、１５５ページ、街路事業費ですね。

次のページの１５６、１５７ページ、質疑はありませんか。次のページの１５８、１５

９ページ。 

堀委員。 

○委員（堀真委員） 

主要な施策の４７ページの天満宮公園の遊具の更新についてちょっと質問なんですけ

ど、去年遊具を更新されたということで、今年度以降新たに新設する予定があるのかっ

ていうのをちょっと教えていただきたいです。 

○委員長（中村美穂委員） 

伊藤係長。 

○係長（伊藤央君） 

今年度の事業予定としましては、昨年度の補正予算で付けていただいています事業と

して５公園分ですね。今年度の当初の分として、１公園の遊具の更新とあと１カ所、こ

ちら中尾城公園になりますけれども、中尾城公園の遊具の更新に向けた設計業務の方を

発注をしております。 

○委員長（中村美穂委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

１５９ページのこの１４節工事費で５,１００万円繰越明許費ということで、繰り越し

については３月に翌年度繰り越すということで承認を取られてるんだと思うんですが、

当然この分は今年やられてるんだと思うんですけども、この分はもう順調にいってるん

でしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

伊藤係長。 

○係長（伊藤央君） 

こちらの公園につきましては現状遊具の選定を行っておりまして、遊具の、地元の自



治会ですとか関係する保育園ですとか、そういったところにどういった遊具がいいかと

いうことで照会を行っておりまして、こちらの方が大方取りまとめができておりますの

で、ほぼ発注に向けて動く段階ということで、ご理解いただければと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

遊具の選定を今いまやっと終わりそうなことだというようなことなんでしょうが、こ

れは４年の当初に組んだ予算ですよね。途中で入れ込んだ予算ですかね。あ、５年度、

５年度決算ですから５年度の当初に組んだ予算ですよね。もう何年かな、１年半ぐらい

たって遊具の選定を今やられてるということですよね。何でできんとですかね、私はち

ょっとよく分からないんですけど。 

○委員長（中村美穂委員） 

伊藤係長。 

○係長（伊藤央君） 

こちらの繰り越してる分につきましては、今年の３月の議会で予算を付けていただい

てる分になっております。昨年度の当初の予算ではなくて、今年、令和６年の第１回定

例会の方で議決を頂いている事業の分ということで、ご理解いただければと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

今年の３月に予算措置されたということは、６年度予算じゃないんですかね。５年度

予算を使い切らんで６年度に繰り越しますという額が５,１００万円ということじゃな

いんですか、この書き方は。 

○委員長（中村美穂委員） 

伊藤係長。 

○係長（伊藤央君） 

国の補正予算が昨年末に成立しておりまして、こちらの方で内示を受けた事業につき

まして、今年の３月議会の方で上程させていただいて、可決を頂いている議案というこ

とでご理解いただければと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。では進めてまいります。１９６、１９７ページ、道路等災

害復旧費のところですね。主要な施策４３ページから４７ページまで、これも議案に含

んで質疑をされてますけれども、全体を通して歳入歳出にわたって質疑を受けたいと思

います。質疑をされる場合はページ数も教えてください。質疑はありませんか。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 



主要な施策の都市計画道路西高田線、これについての今の進捗率はどれくらいになっ

てますか。それと大体完成予定、これは大体決まってるわけでしょうけど、それについ

ても一つお願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

日名子課長補佐。 

○課長補佐（日名子達也君） 

それでは令和５年度末、都市計画道路西高田線の進捗状況についてご説明を申し上げ

ます。事業費ベースで５年度末９１％でございます。４年度末では８６％でございまし

た。用地取得、申し上げます。５年度末で９２％、４年度末で８５％でございました。

建物移転、９７％でございます。４年度末で９４％でございました。令和５年度の実績

といたしまして用地取得が５件契約、建物移転が１件契約でございます。ご質問にあり

ました６年度であと用地取得がどんくらいあるかということでございますが、残りが５

件でございます。５年度末で５件、そのうち６年度、今もう始まってもう５カ月ぐらい

たちますが、そのうち１件契約は今現在終わっております。残り４件用地取得ございま

すが、これについては全て今交渉中でございます。お話を十分させていただいて事業の

内容等々については、ご理解を頂いているところでございます。建物移転、先ほど９７％

ですよということでお伝えいたしましたが、残りが１件でございます。これについても

今現在交渉中でございます。あと建物移転の他に工作物の移転、こちらもございます。

こちらについては件数、パーセントに入っておりません。工作物についても随時契約を

今後していきたいと思っております。これについても今現在交渉中でございます。あと

終了年度、ご質問がございました。都市計画道路の事業計画では、令和８年度末が完成

年度ということになっております。今６年度でございますので、あと２年半でございま

す。先般の委員会でも申し上げましたが、令和６年度までに補償関係は全て終わりたい

という予定を考えております。あと残り令和７年、８年、また６年の途中も工事の方は

発注をしていきたいと、何とか令和８年末には完成という形を取りたいというふうに、

今後頑張ってまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

すみません、今のところでよろしいでしょうか。建物移転が今１件の交渉中で、そし

て工作物についても今交渉中というところなんですが、そのあとの契約の４件か、建物

が４件ですかね。建物は１件ですか、なんですけれども、やっぱりそのところはてこず

ってるというか、ちょっと今交渉が困難だとかいう、そういう話ではないんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

日名子課長補佐。 



○課長補佐（日名子達也君） 

建物についてのみお答えをさせていただきます。建物については今現在、大分交渉は

長く続いておりますが、今現在移転先、当然そこの建物が残地ではなかなか建てられな

いというところでございまして、どうしてもどっかに動かんばいかんよねというところ

で、今現在移転先、要はこの場所ではないところに移転先の方を今現在お話をさせてい

ただいております。何箇所か候補先がありまして、これもいいよねということで、今現

在向こうの方で当事者の方で検討中でございます。金額等それと事業の内容等々につい

ては、ご理解を頂いているところでございますので、何とか早い時期に契約をさせてい

ただいて、工事の方終わらせて安心安全の道路の方の構築に向かいたいというふうに考

えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで建設産業部土木管理課所管分の質疑を終わります。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

続きまして、建設産業部都市計画課所管分の提案理由の説明を求めます。 

前田課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

都市計画課です。よろしくお願いいたします。それでは令和５年度一般会計決算のう

ち都市計画課所管分につきましてご説明申し上げます。まず歳入でございます。事項別

明細書の２４、２５ページをお開きください。１２款２項１目１節土木管理費分担金７

８万２,８５５円につきましては、急傾斜地崩壊対策事業分担金でございます。続きまし

て２６、２７ページをお開きください。１３款１項５目３節住宅使用料から６節滞納繰

越分までが都市計画課所管分でございます。３節住宅使用料は、収入済額４,７３９万４,

８８０円、東高田、西高田、岡岬の３カ所の現年分の住宅使用料でございます。２段下

の５節町営住宅駐車場使用料の収入済額３３４万８,０６０円につきましても、同様に町

営住宅３カ所の現年分の駐車場使用料でございます。４節、６節につきましては住宅使

用料、駐車場使用料、それぞれの滞納繰越分になります。続きまして２８、２９ページ

をお開き願います。ページ上段の１３款２項３目土木手数料１節住宅手数料は、都市計

画課所管分でございます。令和５年度の収入はございませんでした。続きまして３０、

３１ページをお開き願います。１４款２項４目土木費国庫補助金４節住宅費補助金は、

都市計画課所管分でございます。内容としましては備考欄に記載のとおり、公営住宅等

ストック総合改善事業補助金で、東高田町営住宅Ｄ棟、Ｅ棟の長寿命化改修工事および

工事監理業務に対する補助金でございます。続きまして３６、３７ページをお開き願い



ます。１５款２項６目土木費県補助金１節土木管理費補助金の急傾斜地崩壊対策事業補

助金は都市計画課所管分でございます。続きまして３８、３９ページをお開き願います。

１５款３項６目３節都市計画費委託金２,０００円につきましては、都市計画法に基づく

許認可事務に関する権限移譲交付金でございます。続きまして４６、４７ページをお開

き願います。２０款５項１目１節雑入でございますが、備考欄の上から１３行目、都市

計画地図売払収入４万３,６００円と同じページの備考欄の下から１７行目、町営住宅光

インターネット装置設置料３万３,４０８円が、都市計画課所管分でございます。続きま

して５０、５１ページをお開きください。２１款１項３目１節急傾斜地管理事業債１,６

６０万円は都市計画課所管分でございます。同じページの２１款１項３目４節都市計画

事業債は、備考欄の上段、土地区画整理事業充当起債２億７０万円が都市計画課所管分

でございまして、歳出の１５４、１５５ページ、８款５項２目土地区画整理費に充当す

る地方債でございます。以上が都市計画課所管の歳入でございます。 

続きまして歳出でございます。１３０、１３１ページの４款３項１目下水道処理費で

ございます。１８節負担金、補助及び交付金９,３４１万６,９１３円は、全て都市計画

課所管分でございまして、高田南土地区画整理事業地内の長崎市下水道区域の工事に対

する事業負担金でございます。続いて１４８、１４９ページをお開きください。８款１

項２目急傾斜地管理費１４節工事請負費の３,６７６万９,７００円のうち、３,５０１万

１,９００円が都市計画課所管でございます。続きまして１５２、１５３ページをお開き

ください。８款５項１目都市計画総務費でございます。１節報酬１４万７,８００円につ

きましては、都市計画審議会２回分の委員報酬でございまして、令和５年８月２５日金

曜日と令和６年１月１０日水曜日に開催しております。次に２節給料、３節職員手当等

から４節共済費につきましては、長崎県への派遣職員を含む１１名の人件費でございま

す。続きまして１５４、１５５ページをお開きください。８節旅費から１０節需用費は

経常的経費でございます。次に１２節委託料でございますが、備考欄の長与町都市計画

基本図修正業務委託１９２万５,０００円につきましては、都市計画情報の変更に伴い都

市計画基本図の修正を行うための業務委託でございます。続きまして１３節使用料及び

賃借料、１８節負担金、補助及び交付金につきましては経常的経費でございます。引き

続き、２目土地区画整理費でございます。１６節公有財産購入費１億９,０７０万８,８

６３円につきましては、西彼中央土地開発公社で先行取得しておりました高田南土地区

画整理事業地内の土地、２筆の購入費でございます。１８節負担金、補助及び交付金に

つきましては、経常的経費でございます。２７節繰出金２億３,２０６万３,４８５円に

つきましては土地区画整理特別会計の繰出金でございます。なお、令和６年度への繰越

明許費としまして１億８,０１３万８,０００円を計上しております。続きまして１５８、

１５９ページをお開き願います。８款６項１目公営住宅管理費でございます。８節旅費、

１０節需用費、１１節役務費までは経常的経費でございます。１２節委託料は支出済額

８１２万８,１００円で、主なものとしまして町営住宅植栽剪定委託料および町営住宅調



査設計委託料でございます。１４節工事請負費は、支出済額４,７０８万６,６００円で、

東高田町営住宅長寿命化工事（Ｄ棟、Ｅ棟）でございます。１３節使用料及び賃借料、

１８節負担金、補助及び交付金は経常的経費でございます。続きまして２目安全・安心

住まいづくり支援事業費、１２節委託料は、耐震診断に関する委託料で８万２,０００円

を交付しております。続きまして、１８節負担金、補助及び交付金は耐震診断補助金で、

１９４万円を交付しております。続きまして１６０、１６１ページの３目建築費１８節

負担金、補助及び交付金は、支出済額１９０万円でございます。内訳は、備考欄に記載

されておりますとおり、住宅性能向上リフォーム支援補助金が１５件で１５０万円と、

親子でスマイル住宅支援補助金が１件で４０万円、合計で１９０万円を計上しておりま

す。続きまして同じページの４目空き家対策費までが都市計画課所管分でございます。

以上が都市計画課所管の歳出でございます。なお、主要な施策の成果に関する報告書で

ございますが、主要な施策の成果に関する報告書の４８ページ、急傾斜地崩壊対策事業、

４９ページ、町営住宅修繕工事、５０ページ、高田南土地区画整理事業（特別会計繰出

金）が都市計画課所管でございます。併せてご参照賜りたいと存じます。以上、令和５

年度一般会計決算の都市計画課所管分をご説明申し上げました。また、当委員会より提

出依頼がございました資料、歳入の収納状況（町営住宅使用料）、駐車場使用料も本日

お配りしておりますので、ご参照いただきますようお願いいたします。ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○委員長（中村美穂委員） 

提案理由の説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はまず歳入からペー

ジを追って進めてまいります。歳入の２４、２５ページ、続いて、２６、２７ページ、

町営住宅の使用料ですね。続きまして２８、２９ページ、これは存目計上で収入はなか

ったというところですけれども。３０、３１ページ、下段のところですね。ページを進

めていきます。３６、３７ページ、急傾斜地の崩壊対策事業補助金ですかね。続きまし

て３８、３９ページ、続いて４６、４７ページ、雑入のところですね。説明がありまし

たけれども。それから５０、５１ページ、急傾斜地管理事業充当起債、あと土地区画整

理事業の充当起債もありますね。質疑はありませんか。ないようでしたら続いて歳出の

方に移りたいと思います。ページ飛びまして１３０、１３１ページ、下水道施設事業費

負担金ですね。それから、またページが飛びまして、１４８、１４９ページ、急傾斜地

維持補修工事費ですね。質疑はありませんか。１５２、１５３ページ、下段の方ですね。

都市計画費、それから次のページの１５４、１５５ページ。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

１５５ページの公共下水道費負担金、補助及び交付金で、これは長崎市に整備をして

もらった分の負担金を出すということで聞いておりますけど、これで終わるんでしょう

か、全部。高田南の中の長崎市処理区域分の整備というのは。 



○委員長（中村美穂委員） 

前田課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

この長崎市の下水道区域の工事負担金なんですけども、工事自体は令和６年度、今年

度までで完了、全て完了という形で現場の方はなります。全体的な一括施工区域内の大

部分を令和５年度までに工事しまして、令和６年度につきましては、三千隠線と言いま

して真ん中にある南北を横断する道路の起点部と終点部ですね。こちらを最後仕上げで

令和６年度に整備して完了という形になります。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。続きまして１５８、１５９ページ、住宅費のところですね。

次のページの１６０、１６１ページ。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

１６１ページの住宅性能向上リフォームと親子でスマイル住宅支援補助金なんですが、

これは不用額８６万円出ているというところなんですが、この成果というか、事業の成

果とその内容的なものを教えてください。 

○委員長（中村美穂委員） 

山田主査。 

○主査（山田傑君） 

住宅性能向上リフォーム支援事業と親子でスマイル住宅支援事業補助金の事業の内容

と成果ということでのお尋ねということで回答させていただきます。まず住宅性能向上

リフォーム支援事業につきましては、長与町にお住まいの方で自己所有の家屋、この内

部のバリアフリーを観点に置いたリフォーム、特に申請が多いのがお風呂場ですね。ユ

ニットバスに取り替えをされるという申請がもう全体の８割強です。こちらに対して１

０万円の補助をさせていただくというものでございまして、１５０万円の支出があって

おりますので、１５件対応を補助をさせていただいたというものでございます。翻って

もう一つですね。親子でスマイル住宅支援補助金につきましては、原則４０万円ですね。

こちらにつきましては中古住宅の購入もしくはその購入の際にリフォームをする。これ

に対しての補助金でございまして、先ほどの住宅性能向上リフォームにつきましては、

申請者の例えば年齢ですとか、家族構成などの要件というのはないんですけれども、親

子でスマイルの方は、例えば高校生以下のお子さんが３人いらっしゃる多子世帯だとか、

またこの中古の住宅を購入することによって、例えばお父さんもしくはお母さんの職場

が近くなる。通勤の時間が短くなるということですね。もしくは新しく買った中古の住

宅にお父さん、お母さんの職場を設けるというケースですとか、例えば３世代で、この

中古の住宅で新たに同居するようになる。おじいちゃんと申請者さんと例えばお孫さん

というような世帯ですね。そのために間取りを変えたりとかキッチンを増やしたりこう



いった工事があると思うんですけども、そういったものに対して補助をさせていただく

というもので、昨年度は１件申請がございました。こちら昨年度は１件だったんですけ

れども、年によって本当に申請の件数がもうまちまちでして、最大４件分の予算を取っ

ていただいておったんですけれども、昨年度は１件で終わったというところです。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

４,０００万円、昨年度は補助というところだったんですけど。実際、中古住宅、親子

でスマイル、ごめんなさい、４０万円、すいません。親子でスマイル住宅支援の方は中

古住宅の購入というところで、それは長与町内だけでというところなんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山田主査。 

○主査（山田傑君） 

長与町内で中古の住宅の物件を求めた場合ということになります。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

となるともう少しやっぱり何ていうかＰＲが欲しいなと思うんですね。多分これなか

なかこの補助金があるよというのは、周知があまりできてないのかなあというのもある

んですよね。だからもう少しその長与町内で他県から呼び込むためには、この中古住宅

をいかに利用して若い世代に入ってきてもらうかということがやっぱり主となると思う

ので、もう少し人口向上と若い世帯を入居させるためには、この親子でスマイル住宅を

もう少し活用するというのは、周知はいかがですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山田主査。 

○主査（山田傑君） 

政策企画課の方の移住の担当部署、こちらの方からも、何でしょう、ＰＲはしていた

だいてるところではあるんですが、確かに申請の件数が年によってまちまちであるので

少ない年もあるということで、ＰＲ不足のところはあるのかもしれませんので、そちら

につきましては、ちょっとこちらの制度が来年度もあるということではないですけれど

も、ＰＲの方法についてはちょっと検討をさせていただきたいと思います。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。主要な施策４８ページから５０ページ、こちらも含めて全

体を通して歳入歳出全般にわたって質疑を受けたいと思います。質疑はありませんか。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 



この令和５年度住宅使用料決算書って頂いているんですが、収入未済額が合計で１２

件の１１３万２,０８０円ということで、５年度のですね。これ一番大きい人で、どれく

らいあるのかということと、実際これを取るためにどういうふうな何か手だてを取って

おられるのか、教えてください。 

○委員長（中村美穂委員） 

山田主査。 

○主査（山田傑君） 

今現在最も滞納額が多い方で７７万円余り滞納がある方がいらっしゃいます。ただ、

こちらの方につきましては、もう既に退去済みでございまして、毎月３万円ずつの納付

を着実にご納付いただいておるという方でございます。また、どういった方法で収納を

促しておるかというところですけれども、まず基本的には毎月月末を納期限として請求

をさせていただきまして、それでご納付を頂けなかった場合は、２週間程度で翌月に督

促をさせていただくと。３カ月後納付いただけなければ催告をさせていただいて、それ

でもなお納付が見られないという場合は電話をさせていただいたりとか、訪問をさせて

いただいたりというところで対応をさせていただいております。われわれといたしまし

ては町営住宅の入居者様につきましては、所得が比較的低くて住宅に困窮していらっし

ゃるということを念頭に置いて対応をさせていただいておりまして、滞納につきまして

も極力、顔と顔を合わせて納付の相談をさせていただいております。少しずつでも滞納

を解消していくといった方向で対応していきたいなと思っております。その中で故意に

払わないとか、交わした約束を事情なく何かほごにされたりとか、そういったケースで

あればまた違った方法も考えていきたいとは思っておりますが、まず基本的には先ほど

申し上げたようなことを念頭に置いて対応させていただいております。 

○委員長（中村美穂委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

最後に言われました、その故意に払わないとかですよ、約束をたがえるとかですよ、

そういった方はいらっしゃらないんですかね。 

○委員長（中村美穂委員） 

山田主査。 

○主査（山田傑君） 

今滞納がある方につきましては、皆さま何かしらの約束をさせていただいておりまし

て、その約束が達せられないにしても何かしらの事情があるということでご相談を頂い

たりとか、そういった状況でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

竹中委員。 



○委員（竹中悟委員） 

主要な施策の４９ページで、町営住宅が今回Ｄ、Ｅで大体これが終了して、あと今度

はＦ、Ｇですか。Ｆ、Ｇが今度は設計委託料ということになってますよね。これで全部、

Ｆ、Ｇで全部終了しますかね。するっていうことですかね。それとあと、今後の岡岬が

終わって東高田が終わって、あと今度は西高田の方に行くということで理解しとってい

いですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

前田課長。 

○都市計画課長（前田将範君） 

まず主要な施策の東高田町営住宅につきましては、令和６年度のＦ棟、Ｇ棟が終わっ

たら東高田町営住宅の改修自体は終わりという形になります。町営住宅全体の改修につ

きましては、平成２６年度から町営住宅の長寿命化計画の中で、岡岬の方から岡岬、西

高田、東高田と順番に行っておりましたもので、令和６年度、来年度、今年度が東高田

が終わってしまえば一通りのサイクルが終わったという形になります。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで建設産業部都市計画課の質疑を終わります。 

本日はこれで閉会します。お疲れ様でした。 

（閉会 １４時１９分） 


